緊急雇用創出事業

研修計画対応介護補助員派遣事業(22年度下半期)募集案内
高齢者又は障害者向けの福祉・介護サービスを提供する施設・事業所が、介護職員を研修に参加させやすくなるように介護補助員を派遣します。

＜事業のあらまし＞

①人材派遣会社が、新たに介護現場で働く意欲のある失業者等を雇用して、施設・事業所に介護補助員として派遣します。
②平成22年10月1日(金)～平成23年3月31日(木)の間の現任介護職員の延べ研修時間数(予定)の４倍まで、県が派遣料金を負担します。
③施設・事業所は、派遣期間終了後、派遣職員を直接雇用することができます(紹介手数料不要)。
この事業は、介護職員の研修受講機会を確保し、資質向上を図るとともに、地域における介護分野の雇用創出を図ることを目的として、「緊急雇用創出事業臨時特例基金」を活用して実施するものです。
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現任介護職員

パナソニックエクセルスタッフ

株式会社横浜支店

・東神産業株式会社

・株式会社ツクイ

　　※施設・事業所の所在地により異なります

募集締切：平成２２年１１月３０日(火)
※「緊急雇用創出事業臨時特例基金」は、臨時的な雇用機会の創出並びに求職者の再就職の促進及びその生活の安定を目的とした事業を実施するための基金です。
緊急雇用創出事業

研修計画対応介護補助員派遣事業(22年度下半期)　募集案内
１　目　　的
この事業は、「緊急雇用創出事業臨時特例基金」を活用して、高齢者又は障害者向けの福祉・介護サービスを提供する施設・事業所（以下、「施設等」という。）が現に雇用する介護職員（以下、「現任介護職員」という。）を研修に参加させやすくなるよう介護補助員を派遣することにより、現任介護職員の研修受講機会を確保し、資質向上を図るとともに、地域における介護分野の雇用創出を図ることを目的としています。
　　
２　実施主体

県は、この事業の受付事務等をパナソニックエクセルスタッフ株式会社（以下、「事務委託会社」という。）に、また、代替職員の派遣を東神産業株式会社及び株式会社ツクイ（以下、「派遣会社」という。）に委託して実施します。
３　実施期間（募集及び派遣期間）
募集期間：平成22年8月25日(水)から平成22年11月30日(火)まで
派遣期間：平成22年10月1日(金)から平成23年3月31日(木)まで
４　事業の概要
(1)　 現任介護職員の研修受講環境を整えるために、県は派遣会社に委託して、次の場合の研修時間数に対応して介護補助員を派遣します。

ア　施設等が、現任介護職員の資質向上を図るため、施設等が策定する研修計画に基づく研修に現任介護職員を参加させる場合

イ　外部機関からの依頼等に基づき、介護職員等の資質向上等のための研修における講師として、現任介護職員の派遣等を行う場合

ウ　インドネシア又はフィリピンとの経済連携協定による介護福祉士候補者を受け入れた施設等が、当該介護福祉士候補者に施設等が策定する研修計画に基づき、外部の日本語研修等を受講させる場合

(2)　介護補助員の派遣は、平成22年10月1日(金)～平成23年3月31日(木)の間で、派遣時間数は同期間の(1)のア及びイの総研修時間数の4倍以内で、県が適当と認める時間数とします。ただし、今回申請できるのは、1施設・事業所の派遣希望時間が400時間以上（研修時間として100時間以上）の場合とします。また、(1)のウのインドネシア又はフィリピンとの経済連携協定による介護福祉士候補者を受け入れた施設等については、それぞれの国毎に週10時間の研修時間があるとみなします。

※（例）平成22年10月1日～平成23年3月31日(26週）の間の研修計画
　　　　　職員Ａ　月に1回外部研修(5時間）に派遣  ＝計30時間

　　　　　職員Ｂ　月に２回、施設内集合研修(２時間）＝計24時間

　　　　　　：(職員Ｂから職員Ｋの10人)　　　　　　　　　　　　 　240時間
職員Ｋ　月に２回、施設内集合研修(２時間）＝計24時間    (10人)
　　
　　　　270時間×４倍÷26週＝41.5時間　→　週４０時間派遣可能
　　（注）研修時間数には、休憩時間及び研修会場等への移動にかかる時間数は含みません。
(3)　研修時間数は、原則として、県内に立地する事業所の研修時間数を法人単位で合算したものとします。それを元に算出した派遣時間数を、派遣を希望する県内の同法人事業所に割り振ります。ただし、割り振ることができる派遣希望時間数は、1施設・事業所につき400時間以上（研修時間としては１００時間以上）とします。
５　事業の対象施設等(派遣先施設等)
(1)　介護保険法(平成9年法律第123号)による指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、介護老人保健施設（※川崎市内にある指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護事業所等は川崎市による「介護人材雇用創出事業」と重複して申請することはできません。）
(2)　障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による指定障害者支援施設及び指定障害福祉サービス事業所
(3)　旧身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、旧知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による指定施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児施設
　(4)　養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

　(5)　市町村の基準該当サービスの事業者その他県が適当と判断する事業者
６　対象となる研修
(1)　この事業の対象となる研修は、介護職員の資質向上を図ることを目的とする次の研修で、県が適当と認める研修とします。

　①　介護職員基礎研修、訪問介護員研修(1級課程・2級課程)

②　ユニットケアリーダー研修

③　認知症介護実践研修、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修、認知症介護指導者養成研修
　④　介護福祉士国家試験受験対策講座

⑤　介護支援専門員研修

⑥　サービス提供責任者実務者研修

⑦　県独自の認定研修(神奈川県版介護職員基礎研修、神奈川県版ファーストステップ研修)　 
　⑧　国、県、市町村又は事業者団体等が実施する介護従事者向け研修

　⑨　その他介護職員の資質向上に有益であると判断される研修

(2) 研修は施設等を離れて行うものに限らず、施設等内で行う研修も含み、その形式については、講義形式・実技指導形式等のいずれによるものも対象になります。また、研修の実施主体は外部機関である必要はなく、施設等自らが実施する（又は外部に委託して行う）研修も対象としますが、ＯＪＴによる場合は対象外になります。
７　対象となる介護職員

対象となる介護職員の職種については、介護職員及びサービス提供責任者、生活相談員、介護支援専門員等のうち、介護業務に従事する職員とします。なお、介護業務に従事しない事務職員等は含まれません。
８　派遣職員の勤務条件等
(1) 派遣職員の勤務時間は、派遣先の施設等において介護の業務に従事する他の常勤の正規職員の勤務時間の概ね４分の３以上とします。

(2) 1日の勤務時間・休憩時間は、原則として、派遣先施設等の日勤の勤務時間(原則8時間)に合わせて決定します。また、１月当たりの実質雇用日数は12日以上とします。
(3) 派遣職員が従事する業務は、施設等における介護及び介護に関連する補助的な業務とします。
９　応募方法

(1)　研修計画の作成

ア　この事業により、現任介護職員の研修受講機会を確保するために介護補助員の派遣を受けようとする施設等は、第1号様式により、研修計画を作成してください。
イ　 研修計画の対象期間は、平成22年10月1日から平成23年3月31日です。施設（事業所）単位で作成してください。ただし、申請日より以前の研修日を記載することはできませんのでご注意ください（例：11月1日に申請した場合、10月の研修日は記載できません）。

(2)　応募（研修計画の提出）

ア　平成22年8月25日(水)から平成22年11月30日(火)までに、原則として、施設等を運営する法人ごとに取りまとめの上、研修計画対応介護補助員派遣事業に係る研修計画（第1号様式）及び平成22年度研修計画対応介護補助員派遣事業申請書（第2号様式）を事務委託会社に２部（正本１部、副本１部）提出してください。

　11月14日まで


11月15日から（支店移転に伴い住所・電話番号・ファクス番号が変更になります）

イ　県による派遣時間数の決定後でなければ派遣を受けることはできませんが、研修計画対応介護補助員派遣事業に係る研修計画（第1号様式）及び研修計画対応介護補助員派遣事業申請書（第2号様式）提出後であれば、派遣会社と勤務時間などの事前相談を行うことは差し支えありません。
10　派遣依頼・受け入れ
(1)　県の派遣時間数決定通知により施設等から直接、派遣会社に介護補助員の派遣を依頼し、派遣部署、勤務時間等を調整してください（派遣会社が施設等を個別に訪問し、調整します）。
(2)　派遣会社と労働者派遣契約を締結してください。派遣会社は、派遣依頼を受けた施設等に対して、適切と考えられる労働者を紹介します。

(3)　勤務条件等の確認を行い派遣が決定した労働者に関して、派遣を受け入れてください。
(4)　派遣契約に伴う派遣料（交通費込み）については、派遣会社からの請求により県が負担します。
派遣会社は、施設・事業所の所在地により、次のとおりとなります。

	＜施設・事業所の所在地＞

横浜市（鶴見区、神奈川区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、西区、

保土ヶ谷区、旭区、戸塚区、泉区、瀬谷区）

川崎市

県央圏域（厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村）

県北圏域（相模原市）

	＜派遣会社＞

　東神産業株式会社　　担当：岡本、大澤

　電話　０４５－３１４－８２２５　　FAX　 ０４５－３１４－８２２７

	＜施設・事業所の所在地＞

横浜市（中区、南区、港南区、磯子区、金沢区、栄区）

横須賀・三浦圏域（横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町）
湘南東圏域（藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町）

湘南西圏域（平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町）

県西圏域（南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、

小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町）

	＜派遣会社＞

　株式会社ツクイ　　担当：人材開発推進本部　横浜支社　神崎裕子

　電話　０４５－４４０－１１８２　　　　FAX　 ０４５－４４０－１１８３


11　研修計画の実施状況の報告
(1)　施設等は、毎月の研修計画の実施状況を第3号様式により当該月の翌月の10日までに事務委託会社に提出してください。

(2)　研修計画実施状況報告書（第3号様式）の提出がない場合や研修計画を実行しない場合には、派遣時間数の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。

１2　留意事項
(1)　この事業は「緊急雇用創出事業臨時特例基金」を活用して実施するものです。このため、派遣会社が派遣できる労働者は、基本的に、介護関係の有資格者や経験者ではありません。しかし、介護分野で働く意欲のある人材ですので、新たな介護の担い手を育成するという観点からも、当該事業の利用を御検討ください。

(2)　介護補助員は、派遣会社が公共職業安定所や求人情報誌などを通じて広く募集を行ないますが、求職者の応募状況によっては、必ずしも施設等の希望どおり職員を派遣することができないことがありますので、予め御了承ください。

(3)　派遣会社が紹介手数料を徴収することはありませんので、派遣期間終了後は、派遣職員の直接雇用を御検討ください。
(4)　当該事業は、労働者派遣事業に該当し、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)」の適用を受けます。この事業を利用した派遣先（施設・事業所）が労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限が変わる事はありませんので、注意してください。
(第1号様式)
研修計画対応介護補助員派遣事業に係る研修計画

	事業所番号
	１
	４
	７３
	３
	０
	０
	０
	９
	９
	９

	施設・事業所
	名　称　　　○○園
	担当者（職・氏名・電話番号）

施設長　○○　○○

Tel 045-210-4755 FAX045-210-8863

	
	所在地　　○○市○○１－１－１
	

	サービスの種類
	介護老人福祉施設


	研修参加者
氏　名（１）
	ふりがな　　かながわ　たろう
	所　属・資　格

	
	神奈川　太郎
	介護１課

訪問介護員養成研修2級課程修了

	研　修　名
	介護福祉士受験対策講座
	チーム・リーダー研修

	実施主体
	○○養成校
	当施設

	研　修　日
	10月22日、23日、27日
	10/24、10/25、10/26、11/23、12/22

	研修日数(時間)
	3日(各6時間)
	5日（各1時間）

	延べ研修時間数
	18時間
	5時間

	研修参加者
氏　名（２）
	ふりがな
	所　属・資　格

	
	　　　　　○○　○○
	介護２課

介護福祉士

	研　修　名
	チーム・リーダー研修
	

	実施主体
	当施設
	

	研　修　日
	10/24、10/25、11/12

12/1、12/20
	

	研修日数(時間)
	5日（各1時間）
	

	延べ研修時間数
	5時間
	

	研修参加者
氏　名（３）
	ふりがな
	所　属・資　格

	
	　　　　　　　△△　△△
	

	研　修　名
	初任者研修
	

	実施主体
	当施設
	

	研　修　日
	1/25、1/26、1/27、2/13、2/27、2/28、3/2、3/10、3/24
	

	研修日数(時間)
	9日(各０．５時間)
	

	延べ研修時間数
	４．５時間
	

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（延べ研修時間数の小計　　　　　　　　　　　　３２．５　時間）

	延べ研修時間数の合計
	　　　　　　　　時間


 ※１　受講する研修が３つ以上ある場合は、次の欄を使用してください。

　※２　研修内容が分かるよう、研修の実施要領、パンフレット等を添付してください。
　※３　研修計画は、原則として、施設（事業所）単位で作成してください。

　※４　適宜、枚数を増やして作成してください。　
(第1号様式)
研修計画対応介護補助員派遣事業に係る研修計画

　
	事業所番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施設・事業所
	名　称
	担当者（職・氏名・電話番号・ＦＡＸ番号）



	
	所在地
	

	サービスの種類
	

	研修参加者
氏　名（１）
	ふりがな
	所　属・資　格

	
	
	

	研　修　名
	
	

	実施主体
	
	

	研　修　日
	
	

	研修日数(時間)
	
	

	延べ研修時間数
	
	

	研修参加者
氏　名（２）
	ふりがな
	所　属・資　格

	
	
	

	研　修　名
	
	

	実施主体
	
	

	研　修　日
	
	

	研修日数(時間)
	
	

	延べ研修時間数
	
	

	研修参加者
氏　名（３）
	ふりがな
	所　属・資　格

	
	
	

	研　修　名
	
	

	実施主体
	
	

	研　修　日
	
	

	研修日数(時間)
	
	

	延べ研修時間数
	
	

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（延べ研修時間数の小計　　　　　　　　　　　　　　　　時間）

	延べ研修時間数の合計
	　　　　　　　　時間


 ※１　受講する研修が３つ以上ある場合は、次の欄を使用してください。

　※２　研修内容が分かるよう、研修の実施要領、パンフレット等を添付してください。
　※３　研修計画は、原則として、施設（事業所）単位で作成してください。

※４　適宜、枚数を増やして作成してください。

第２号様式
　　　　
年　　月　　日
神奈川県保健福祉局地域保健福祉部保健福祉人材課長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人住所
法人名

代表者（役職名・氏名）　　　　　　　　　㊞

担当者　職・氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

FAX番号

平成２２年度研修計画対応介護補助員派遣事業申請書
このことについて、次のとおり介護補助員の派遣を依頼したいので、関係書類を添えて申請します。

	施設･事業所名
	延べ研修時間数

Ａ
	Ｂ＝Ａ×４
	
	派遣希望時間数

C　※

	
	時間
	　　　　　　時間
	
	時間

	
	時間
	　　　　　　時間
	
	時間

	
	　時間
	　　　　　　時間
	
	時間

	合　計
	　時間
	　　　　　　時間
	＝
＞
	時間


※CはBの合計時間数の範囲内で割り振り、記載してください。

※研修計画対応介護補助員派遣事業に係る研修計画（第1号様式）、研修パンフレット等を添付

第３号様式
年　　月　　日

神奈川県保健福祉局地域保健福祉部保健福祉人材課長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人住所
法人名

代表者（役職名・氏名）　　　　　　　　㊞

担当者　職・氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

FAX番号

研修計画実施状況報告書（平成　　年　　月分）
このことについて、次のとおり介護職員を研修に参加させましたので報告します。

（施設・事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所番号　　　　　　　　　）

	
	氏名
	所属
	研修名(実施主体)
	研修日
	研修

時間数
	研修会場

	１
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	
	

	７
	
	
	
	
	
	

	８
	
	
	
	
	
	

	月の実人員数の合計
	人
	研修時間数合計
	時間
	


· 外部研修の場合は受講料の領収書、研修報告書など派遣したことが分かる書類の写しを、施設等が実施した研修の場合は出席者名簿と議事録等（研修開催後の記録の写し）を添付してください。
· 月ごとの実人員（同一の者が複数回数受講の場合は1名でカウントします）と月ごとの研修時間の合計を記入してください。
· 派遣を受けた施設・事業所が複数ある場合や表の記入欄が足りないときは、適宜、付け加えて、作成してください（エクセルバージョン様式もダウンロード利用できます）。

＜参考＞研修計画対応介護補助員派遣事業の流れ

　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　9↓





　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　


                                

　　　　　　　






















































































































































































































































































































【提出先】〒220-0004　横浜市西区北幸1丁目4番1号　横浜天理ビル18階


　　パナソニックエクセルスタッフ株式会社横浜支店


（電話　０４５－３１７－６０６６　　FAX　０４５－３１７－６０７１）





【提出先】〒221-0835　横浜市神奈川区鶴屋町2丁目23番地2 TSプラザビルディング4階　パナソニックエクセルスタッフ株式会社横浜支店


（電話　０４５－４１０－１２２６　　FAX　０４５－４１０－１２２２）





※研修参加者氏名、所属・資格、研修名、実施主体、研修日、研修日数（時間数）、延べ研修時間数が分かる一覧表などの別紙を添付することでも差し支えありません。


※ＥＰＡによる介護福祉士候補者受入れ施設は、別紙として社団法人国際厚生事業団に提出した研修計画書の写しを添付してください。また、延べ研修時間数は国ごとに260時間としてください。








神奈川県保健福祉局地域保健福祉部保健福祉人材課作成


　　　　　電話　０４５－２１０－４７５５





県が派遣時間数を決定








応募書類の確認








・毎月の研修計画の実施状況を次の書類により当該月の翌月の10日までに事務委託会社に提出してください。ただし、3月については翌月ではなく、3月25日までに見込みで提出ください。


　①研修計画実施状況報告書（第3号様式）


※外部研修の場合は受講料の領収書など派遣したことが分かる書類の写しを、施設等が実施した研修の場合は出席者名簿と開催状況の分かる記録の写しを添付してください。





※派遣期間終了後に施設等が派遣した職員を直接雇用した場合、派遣会社が紹介手数料を徴収することはありません。








・派遣契約に伴う派遣料（交通費込み）については、派遣会社からの請求により県が負担します。





④派遣職員の受け入れ





平成22年10月1日(金)～


平成23年3月31日(木)











③派遣依頼





派遣会社と労働者派遣契約を締結


※派遣会社が労働者と雇用契約を結びます








・県の派遣時間数決定通知により、直接、派遣会社に介護補助員の派遣を依頼してください。





・派遣会社と労働者派遣契約を締結してください。派遣会社は、派遣依頼に対し適切と考えられる労働者を紹介します。





・派遣が決定した労働者を受け入れてください。





②派遣会社と勤務時間等を事前相談





・事務委託会社が、提出書類の確認を行います。





・県による派遣時間数の決定後でなければ派遣を受けることはできませんが、応募書類提出後であれば、派遣会社と勤務時間などの事前相談を行うことは差し支えありません。





・事務委託会社（パナソニックエクセルスタッフ株式会社横浜支店）に、次の書類を2部(正本1部、副本1部)提出していただきます。


①研修計画対応介護補助員派遣事業に係る研修計画


(平成22年10月1日～平成23年3月31日)


（第1号様式）


② 平成22年度研修計画対応介護補助員派遣事業


申請書（第2号様式）


※研修内容が分かるよう、研修の実施要領、パンフレット等を添付してください。





最終ページに記入してください





記載例





①応　募(研修計画提出)





平成22年8月25日(水)～


11月30日(火)








申請日より以前の研修日は記載しないでください。








270時間








3
1

